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規約の改定（利根川中流４県境広域避難部会の設置）について

１ 要旨
協議会規約第４条の規定により、新たに利根川中流４県境広域避難部会を設置する。

２ 設置の理由
これまでにおいて、【利根川中流４県境広域避難協議会】として、逃げ遅れゼロを目標に利根川中流域での大規模
氾濫に備え、広域避難を実現することを目的に課題解決に向けた取組の推進を図ってきたところ。
【利根川中流４県境広域避難協議会】の枠組みをそのままに、利根川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
内に部会設置することにより、広域避難協議会構成員以外の参画を目指し、さらなる課題解決や避難受入自治体の
増加を目指す。
また、これまで【利根川中流４県境広域避難協議会】において実施してきた取組、広域避難に係るノウハウを利根
川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会に享受し、本協議会のさらなる発展を目指すものとする。

３ 設置の時期
本協議会における議決をもって設置する。

４ 部会の構成員
規約（案）別表２（資料4-2）のとおり

（部会）
第４条 協議会は複数の氾濫ブロックをまとめた全体を対象とするが、氾濫ブロックごとの地域の実情に応じて適切に
検討を行うため、協議会に部会を置く。

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会等の議事の手続き、その他運営に関し必要な事項については、協議
会等で定めるものとする。

参考（減災対策協議会 規約抜粋）
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利根川中流4県境広域避難協議会の概要

幹事会

広域避難検討協議会

各自治体

協議・検討
結果、課題

検討結果・
課題報告

成果
報告

反映

（担当部局）

台風第19号による利根川の出水において群馬県板倉町が 16:15に避難勧告を出し、町民が
広域避難（通常の避難先ではなく大規模浸水を想定した広域避難先への避難）を行った。

◼ 利根川の状況の連絡（ホットライン）

利根川上流河川事務所長が板倉町に、利根川の状況を電話で直接伝えるホットラインを７回実施（発着回数）

主な内容
・計画規模(1/200)を超える雨量が予測されている、避難が夜中にかかりそうなので早めに電話した(15:50)

・栗橋地点が計画高水位を超える恐れがある (23:42)

・堤防が最も低い箇所を超える恐れがある、板倉町は広域避難を検討して下さい(01:54)

◼ 板倉町の広域避難実施状況
○避難周知

２８０Mhzデジタル同報無線（防災ラジオ）、緊急速報メール（エリアメール）、いたくらお知らせメール、町ホーム
ページ、テレホンサービス、消防団車両によるアナウンス、自主防災組織（行政区長）による避難呼びかけ

○避難先
・自主避難の時点から町外の友人知人宅への広域避難を呼び掛けた。
・予め受入れ施設として協議がされていた栃木市内の藤岡小、藤岡一中の提供を了解いただき、当町職員を派
遣し、避難受入準備を進めた。(後に加須市避難場所として紹介もした。）
・館林市長より市内４学校を広域避難受入所として指定した旨の申し入れをいただいた。

○避難方法
自家用車など

【参考】 平成２９年度に「利根川中流４県境広域避難協議会」を設置し、片田東京大学大学院特任教授の指導で広
域避難のシナリオ案を検討中であった。また、板倉町では平成２３年度から毎年避難訓練を実施しており、平
成３０年度からは広域避難を想定し、避難訓練の際に加須市、栃木市の広域避難場所へ職員を派遣している。

2019/10/23 13時時点

利根川沿川の埼玉県加須市における広域避難

台風第19号による利根川の出水において埼玉県加須市が01:00に避難
指示を出し、約9,500人が避難し、そのうち約8,500人が広域避難（通常の
避難先ではなく大規模浸水を想定した広域避難先への避難）を行った。

◼ 利根川の状況の連絡（ホットライン）

利根川上流河川事務所長が加須市長に、利根川の状況を電話で直接伝えるホットラインを２４回実施（発着回数）

主な内容
・計画規模(1/200)を越える雨量が予測されている、避難が夜中にかかりそうなので早めに電話した(15:49)

・栗橋地点が計画高水位を超える恐れがある、広域避難を検討する必要がある(23:07)

・堤防が最も低い箇所を超える恐れがある、加須市は広域避難を検討して下さい(00:47)

◼ 加須市の広域避難実施状況
○避難周知

防災行政無線、エリアメール、SNS、Lアラート、消防

車によるアナウンスの他、自治会長及び民生委員に電
話して避難呼びかけを依頼

○避難方法
市が広域避難用に用意したバス（10台（延べ１５回輸送））、
自家用車など

○交通制御

避難する車で道路が渋滞したため、加市が加須警

避難中のバス

【参考】 平成２９年度に「利根川中流４県境広域避難協議会」を設置し、片田東京大学大学院特任教授の指導で広
域避難のシナリオ案を検討中であった。また、加須市では、バスを用いた広域避難訓練を平成29年度から３
回実施済みであった。

域外への避難の様子

10/13 02:40
域外へ避難するための橋
（埼玉大橋）

広域避難指示区域内における避難の割合

広域避難

通常避難

把握できず

2019/11/15 12時時点

◼ 利根川の状況の連絡（ホットライン）
利根川上流河川事務所長が境町長に、利根川の状況を電話で直接伝えるホットラインを１１回実施（発着回数）

主な内容
・八斗島地点がはん濫危険数位を超え、更に上昇する見込み(16:08)

・栗橋地点が計画高水位を超える恐れがある (23:53)

・栗橋地点の水位が11mを超える恐れがある (00:52)

【参考】 境町は、東京大学大学院 片田特任教授を防災アドバイザーとしてお迎えし、「自らの命は自ら守
る。」ことを基盤として自主的な広域避難を推奨しており、10月26日（土）の茨城県・古河市・五霞町・境
町総合防災訓練では全町挙げての初となる広域避難訓練を予定し、全自治会長・関係機関等と月１回の会議
を開催して訓練準備を進めていた。 （境町は平成２９年度に設置した「利根川中流４県境広域避難協議会」にメンバーとして参加）

台風第19号による利根川の出水において茨城県境町が01:47に避難指示を出し、避難対
象地域の内約3200人が避難（自らの避難先へ自主的に広域避難した者を除く。）し、その
うち 2200人が広域避難（通常の避難先ではなく大規模浸
水を想定した広域避難先への避難）を行った。

2019/11/15 15時時点

■ 境町の広域避難実施状況
○ 避難周知

防災行政無線、境町防災アプリ、エリアメール、境
町ＨＰ、消防団の災害広報による他、沿線区長に直
接電話し、避難の呼びかけを依頼するとともに、町
長自らマイクの前に立ち、警戒レベル４「避難指示
(緊急）」を発令

○ 広域避難先
覚書締結の坂東総合高校及び総和工業高校

○ 避難方法
バスによる避難者の輸送の様子広域避難所に向かう避難者

自家用車による自主避難の他、社協、協定締結先の県バス協会及び公用車の大小11台をもって回送

利根川沿川の埼玉県加須市における広域避難

台風第19号による利根川の出水において埼玉県加須市が01:00に避難
指示を出し、約9,500人が避難し、そのうち約8,500人が広域避難（通常の
避難先ではなく大規模浸水を想定した広域避難先への避難）を行った。

◼ 利根川の状況の連絡（ホットライン）
利根川上流河川事務所長が加須市長に、利根川の状況を電話で直接伝えるホットラインを２４回実施（発着回数）

主な内容
・計画規模(1/200)を越える雨量が予測されている、避難が夜中にかかりそうなので早めに電話した(15:49)

・栗橋地点が計画高水位を超える恐れがある、広域避難を検討する必要がある(23:07)

・堤防が最も低い箇所を超える恐れがある、加須市は広域避難を検討して下さい(00:47)

◼ 加須市の広域避難実施状況
○避難周知

防災行政無線、エリアメール、SNS、Lアラート、消防
車によるアナウンスの他、自治会長及び民生委員に電
話して避難呼びかけを依頼

○避難方法
市が広域避難用に用意したバス（10台（延べ１５回輸送））、
自家用車など

避難する車で道路が渋滞したため、加須市が加須警
察署に交通指導を依頼し、信号を手動操作してもらった

避難中のバス

【参考】 平成２９年度に「利根川中流４県境広域避難協議会」を設置し、片田東京大学大学院特任教授の指導で広
域避難のシナリオ案を検討中であった。また、加須市では、バスを用いた広域避難訓練を平成29年度から３
回実施済みであった。

域外への避難の様子

10/13 02:40
域外へ避難するための橋
（埼玉大橋）

広域避難指示区域内における避難の割合

広域避難

通常避難

把握できず

2019/11/15 12時時点

令和元年台風19号
利根川沿川における広域避難 バスによる避難者の輸送の様子広域避難所に向かう避難者

広域避難検討協議会
【メンバー】7市町の首長、利根川上流河川事務所長、東京管区気象台気象防災部長
【オブザーバー】広域避難先候補自治体、周辺自治体の首長、

4県の危機管理部局代表、4県の地方気象台長

《協議内容》
◎自治体間連携を含む広域避難体制を構築・運用のための検討

◎広域避難の気運を高め、必要なときに適切に広域避難できる住民をつくるための
検討

首長自らが情報発信する場

各自治体では、協議結果等を踏まえ、地域防災
計画へ落とし込みへの検討

利根川と渡良瀬川が合流する地域である利根川中流部において、利根川氾濫時の適
切な広域避難による「逃げ遅れゼロ」の実現を目的とする。

目的

←境町の避難の様子 
↓加須市の避難の様子

 
↓境町の避難の様子
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利根川中流4県境広域避難協議会の検討体制と主な取組み

最近の主な取組み

⚫ 今後の取組み・課題の検討

⚫ 広域避難判断訓練の実施、検証

構成員

⚫ メンバー
板倉町、加須市、古河市、境町、坂東市、
館林市、佐野市、
東京管区気象台、利根川上流河川事務所

⚫ オブザーバー
栃木市、野木町、千代田町、明和町、
群馬県、埼玉県、茨城県、栃木県、
水戸地方気象台、宇都宮地方気象台、
前橋地方気象台、熊谷地方気象台
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今後のスケジュール（広域避難協議会の減災対策協議会への移行）

利根川中流４県境
広域避難協議会

令和8年1月29日：

広域避難協議会 担当者会議

令和8年3月：

広域避難協議会（書面開催）

年月

R7.12

R8.1

R8.2

R8.3

R8.4

R8.5

利根川上流域 大規模氾濫
に関する減災対策協議会

令和8年5月27日：

減災対策協議会

広域避難部会

移行協議

減災対策協議会での
承認をもって移行

減災対策協議会での
承認をもって協議会開催

移行協議

移行協議

令和7年12月：

メンバー市町への事前説明

令和8年5月27日：

広域避難部会

令和8年2月16日：

減災対策協議会 幹事会

移行協議
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